
１． はじめに

介護サービスは，大きく居宅サービスと施設サービスに大別される１）。

介護保険導入当初から，利用者数で見れば居宅サービスが施設サービスを

上回っていたが，給付額では施設サービスの方が大きかった。その後，介

護保険制度が高齢者の間に浸透するにつれ，居宅サービスの利用が進

み，２００５年度には給付額でも居宅サービスが施設サービスを上回るよう

になった。しかし，沖縄の介護保険を見ると，依然として「施設」の動向

によって大きく影響される介護保険の実態が浮かび上がる。

沖縄では，１９７２年の本土復帰に伴い，医療・福祉施設の建設に当たっ

て本土に比べ国から特別に高率の補助がなされてきた。そのため沖縄の医

療・介護施設は，介護保険が導入される以前から全国平均をはるかに上回

って整備されてきた。その結果，介護保険導入時から高い施設給付水準が

予想されたが，介護保険導入後には，通所介護，通所リハビリなど施設と
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関連の深い通所系居宅サービスを中心に，居宅サービスが予想を上回って

大きく伸びた。

２０００年からの沖縄の第１号保険料は，制度導入当初から高い施設給付

水準に合わせて３，６１８円（県加重平均値）と，全国平均よりも２０％以上も

高く設定されていた。しかし，予想を上回る居宅サービスの伸びは，県内

の多くの保険者を財政困難に陥いらせた。２００１年度には県内保険者の４

分の３を超える４０の保険者が，財政安定化基金からの貸付を受けるとい

う状況であった。

２００３年度からの第２期にあたり，厚生労働省はこうした財政状況を救

済するため，財政安定化基金への返済期間の繰り延べと，広域化した保険

者に対する補助制度の２つの救済措置を導入した。しかしそれでも，介護

保険料は大幅に引上げられ，県平均で４，９５７円と全国平均（３，２９３円）に

比べ１．５倍の高さとなった。

第２期に入ると一転して給付水準が低下し，第２期最終年の２００５年度

には１人当たり給付水準の対全国平均は，第１期末の１．５倍から１．２倍に

なり，格差が縮小した。保険料の大幅引き上げと給付の抑制により，第２

期に財政安定化基金から借入を行った保険者は激減し，さらに２００６年度

からはじまる第３期では，県平均の保険料は４，８７５円と第２期よりも

１．７％引き下げられた。

このように沖縄の介護保険は，全国平均に比べれば依然として１人当た

り給付水準と保険料は高いものの，破綻に瀕した状況からは大きく改善さ

れたように見える。しかし，その実態を見ると，財政の改善は一時的で，

依然として厳しい状況にある保険者も多く存在している。

まず，給付の抑制は，都市部の保険者を中心に，介護療養型医療施設の

減少による施設サービス給付の低下によってもたらされた。沖縄では，

２００３年の介護報酬改定を契機に，医療機関が療養型病床の介護保険適用

の指定を返上し，その多くが医療保険適用に転換した。介護保険適用療養
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型病床数は，前年に比べ約５００床，２８％も大きく削減された。その結果，

介護給付費は減少したが，その一方で高齢者医療費が増加しており，医療

・介護を一体で見れば，介護給付費の減少は「見かけ」に過ぎないことが

わかる。

また，第３期の県平均の保険料引き下げは，沖縄県で最大の保険者であ

る那覇市の保険料引き下げを反映したもので，保険料が引き上げられた保

険者も多く存在する。那覇市では，第２期に療養型病床の給付費が大幅に

減少して多額の剰余金が発生したが，その一部を基金として積み立てた。

そして第３期の保険料の設定に際しては，基金を取り崩して保険料に充当

することで，第２期に比べ１６％の引き下げを行った。基金取り崩しによ

る保険料引き下げは一過性のものであり，第４期には再び保険料が大幅に

引き上げられる可能性がある。

さらに，第２期には第１号保険料を窓口で支払う普通徴収の収納率が全

国平均を１３ポイント下回り，８０％を割る水準まで低下している。年金か

ら保険料が天引きされる特別徴収の徴収率との格差は，今後，保険料が引

き上げられるにつれ拡大することが予想される。高齢者医療保険制度でも

保険料の特別徴収が取り入れられたが，普通徴収の収納率の低下は，介護

保険をはじめ社会保障制度に対する不公平感を高めることにもなる。

本稿では，沖縄の介護保険の分析を通して，施設に翻弄される介護保険

の姿を明らかにしていく。まず，なぜ沖縄で給付水準が高いのか，第２節

では居宅サービスに焦点を合わせ検討し，第３節では，療養型病床の動向

に注目しながら，施設サービスについて分析する。ここでは，療養病床の

減少による介護給付費の減少が，見かけの減少であったことが示される。

第４節では，沖縄の介護保険が陥った厳しい財政状況と，その救済策とし

て厚生労働省が導入した上記の２つの措置について検討する。これらの措

置は全国の介護保険が対象であるが，導入に際しては沖縄の介護保険財政

の救済が強く意識されていたと思われる。第２期の介護保険財政を分析す
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る第５節では，まず，これらの措置が第２期の保険料抑制に与えた効果が

検討される。ついで，第２期の介護保険財政が第１期の破綻状態からどの

ように変化したかを検討する。また，第２期中に生じた普通徴収保険料の

収納率低下の問題を指摘する。最後に，第３期において沖縄県平均の第１

号保険料が引き下げられた背景を検討する。第６節はまとめとして，第１

期から第２期にかけて沖縄の介護保険に何が生じたのかを要約し，また第

４期を前に沖縄の経験から何が得られるのか考える。

２． 介護給付費はなぜ高いのか：居宅サービス

沖縄の介護保険の際立った特徴は，高齢者１人当たりの介護保険給付費

の高さと，それと表裏の関係にある第１号被保険者の保険料の高さである。

ここでは居宅サービスを中心にみる。

２．１ 給付額の動向

高齢者１人当たり給付水準は，高齢者の中で要介護認定を受ける高齢者

の割合である要介護認定率（以下，認定率），要介護認定者の中で実際に介

護サービスを利用した受給者の比率（受給率）そして受給者１人当たりの

給付額によって決定される２）。表２―１は，２００２年度から２００５年度までに

ついて，高齢者１人当たり給付額をこれらの要因に分解したものを示して

いる。

２） いま，N：被保険者数，M：要介護認定者数，K1：居宅サービス受給者数，
K2：施設サービス受給者数，Q：保険給付額，Q1：居宅サービス給付額，
Q2：施設サービス給付額とすると，被保険者１人あたり給付は次式のよう
に分解できる。ここで，右辺第１項は要介護認定率，[ ]内のはじめの項は，
（居宅サービスの受給率）×（受給者１人当たり給付額）であり，次の項は
（施設サービスの受給率）×（１人当たり給付額）であり，表２の第１列と
第４列以降の各列に対応している。
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まず表のはじめの３列は，第１号被保険者である６５歳以上の高齢者１

人当たりの介護給付額，およびその内訳として高齢者１人当たり居宅給付

額と施設給付額を示している。いずれも月平均額である。また，各年度の

下段は，それぞれの全国平均からの乖離率（％）を示す。まず１人当たり

給付額をみると，第１期の最終年である２００２年度では，沖縄の１人当た

り給付額は２３，５００円で全国平均１５，６７３円の１．５倍である。居宅サービス

と施設サービスに分けてみると，前者は８，７７２円で全国平均の１．３倍，後

者は１４，７２９円で全国平均の１．６倍であり，いずれの給付費でも全国で最

も高い。その後，居宅サービスの給付額は漸増しているが，全国平均との

乖離幅は縮小している。一方，施設給付額は一貫して低下し，施設サービ

ス給付額の全国平均との乖離も縮小している３）。

次に，表の第４列以降は，１人当たり給付額を認定率と居宅および施設

３） この間，１人当り施設給付額の全国平均は，２００５年度に前年度に比べ９％あ
まり低下した。

表２―１ 沖縄県の介護保険の推移
（単位 円，％）

年度

高齢者１人当たり

認定率
居宅受給
率

受給者１
人当たり
居宅給付
額

施設受給
率

受給者１
人当たり
施設給付
額

給付額
居宅
給付額

施設
給付額

２００２
２３，５００ ８，７７２ １４，７２９ １７．０ ５３．４ ９６，４５１ ２７．１ ３１９，２５２

４９．９ ３３．３ ６２．０ ２２．６ ０．２ ８．５ ３０．８ １．０

２００３
２２，６０４ ９，３５９ １３，０６５ １７．２ ５５．８ ９９，４９９ ２４．９ ３０５，８００

３４．９ ２３．８ ４４．３ １３．６ ０．４ ８．５ ３３．８ ―５．１

２００４
２２，６７８ １０，０５２ １２，６２６ １７．２ ５８．２ １００，６４９ ２４．１ ３０４，５５９

２７．３ １６．４ ３７．５ ９．４ ―０．９ ７．５ ２６．８ ―０．８

２００５
２１，６７７ １０，３６８ １１，３１０ １７．３ ５８．４ １０２，５６５ ２２．８ ２８６，０８９

２２．４ １３．９ ３１．５ ７．３ ―２．１ ８．４ ２３．２ ―０．６

注：給付額は第１号被保険者１人当りの月平均額である。各年度の下段は，全国平均からの
乖離率（％）を示す。

出所：厚生労働省『介護保険事業報告』各年度版
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サービスそれぞれについて，受給率と受給者１人当たり給付額に分解した

ものを示している。表の下段は，同じく全国平均からの乖離率を示してい

る。

これから第１期末の２００２年度について全国と比べた沖縄の特徴として，

次の３点を指摘することができる。すなわち，

① 被保険者に対する要介護認定者の比率は，全国平均に比べ２０％以上

も高い。

② 居宅サービスについては，受給率はほぼ全国平均並みであるが，受給

者１人当たり給付額が全国平均よりもやや高い。

③ 他方，施設サービスについては，受給者１人当たり給付額は全国平均

並みなのに対し，受給率が全国平均よりも３０％も高い。

こうした要因が重なりあって沖縄の介護給付費が増大している。以下で

は，全国平均を上回っている認定率と受給者１人当たり居宅サービス受給

額を検討し，施設サービスについては，次節で取り上げる。

２．２ 要介護認定率

沖縄の要介護認定率は，２００３年度以降もやや上昇傾向が見えるが，１７％

程度で安定している。一方，全国の認定率は，２００２年度の１３．９％から２００５

年度には１６．１％まで上昇しており，その結果全国との乖離は急激に縮小

した。認定率が高い最大の理由は，その人口構造にある。沖縄県の人口高

齢化率は１３．８％と全国平均（１７．９％）に比べ低いが（２００２年），その一方

で長寿県として知られているように，高齢者の中でも高年齢者の占める割

合が高い。２０００年の国勢調査では，高齢者に占める８５歳以上人口の比率

をみると，沖縄では１２．９％と全国平均（１０．１％）よりも２．８ポイントも高

い４）。一般に高年齢になるほど要介護状態になる可能性が高くなるので５），

４） 総務省『国勢調査２０００年』
５） 厚生労働省の推計では，８５歳以上の４人に１人が要介護状態であることが
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沖縄の要介護認定率が高くなっていると考えられる。

また，要介護度別の分布を見ると，沖縄では一貫して要介護度３以上の

中・重介護度の認定者の構成比が全国平均よりもそれぞれ１．５～２ポイン

ト程度高いが，それもこの人口構造を反映していると考えられる。

２．３ 受給者１人あたり居宅給付額

居宅サービスの給付額は，第１号被保険者１人当たりで見ても，また受

給者１人当たりで見ても一貫して上昇している。以下では利用サービスの

種類と受給者の要介護度の２つの視点からその要因を探る。

まず図２―１で居宅サービスの種類別の給付額を居宅サービス受給者総数

で割った居宅サービス受給者１人当たり給付額を求め，全国平均に対する

比率を示した。居宅サービス全体については先に見たが，居宅サービスの

種類別に見れば，通所介護（デイサービス）や通所リハビリ（デイケア）な

どの通所系サービスが全国平均に比べ著しく高い。他方，訪問看護や訪問

介護などの訪問サービス，短期入所サービス（ショートステイ），グループ

ホームや介護付き有料老人ホーム（「その他単品」として表示）などはほぼ

全国平均の半分のレベルである。このように利用が通所系サービスに偏っ

ていることが，沖縄の居宅サービスの大きな特徴である。こうした傾向は，

第２期終了の２００５年度においても一貫して見られる沖縄の特徴である。

通所系サービスは措置時代から提供されてきたが，介護保険制度導入以

後，こうした通所系サービスが急速に伸びた。介護サービスの利用状況を

介護保険計画と対比してみると，訪問系は訪問入浴介護を除いて実績が計

画を下回っているが，通所系サービスは２０００年度が１４９％，２００１年度が

１５５％，２００２年度には１７０％と実績が計画値を大幅に上回っている６）。通

所系サービスのうち通所介護の事業者は特別養護老人ホームと医療機関に

示されている。厚生労働省ホームページ「介護保険制度 Q&A」
６） 沖縄県『新沖縄県高齢者保健福祉計画案』２００３年。
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併設されているものが多く，また通所リハビリは老人保健施設で行われる

ものと医療機関で行われるものがある。通所系のサービス単価は比較的高

く設定されているので，介護報酬の面で経営的にも有利といわれている。

そのため，他県に比べ整備が進んでいる介護施設や医療機関が積極的に単

価の高い通所系サービスの利用者を増やしたと考えられる。介護施設や医

療機関によって通所系サービスの利用が誘発されたということができる。

図２―１ 受給者１人当たり居宅サービス給付額対全国平均比

注） 全国平均を１としたときの沖縄県の受給者１人当たり給付額を示す。各項目の下段の
数字は，２００５年度の沖縄県の１人当たり給付額（月平均額）である。

出所） 厚生労働省『介護保険事業報告』各年版より筆者作成。

２００２年度 ２００５年度

表２―２ 居宅サービスの支給限度額に対する利用割合
単位 ％

要支援 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

沖縄県 ５８．１ ４６．０ ５３．２ ５６．４ ５５．７ ４９．５

全国平均 ４６．７ ３５．０ ４３．３ ４６．８ ４９．４ ４９．２

注）「介護保険事業状況報告（２００２年１０月分）」による。
出所） 沖縄県『新沖縄県高齢者保健福祉計画案』２００３年

居宅
１０２，５６５円

訪問介護
１６，１３４円

訪問入浴
４３３円

訪問看護
２，３４７円

通所介護
３８，８４９円

通所リハ
２１，８４１円

福祉用具貸与
３，４９７円

短期入所
５，０１２円

その他単品
１３，１５２円

２．５０

２．００

１．５０

１．００

０．５０

０．００
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さらに，沖縄の居宅サービスの利用のもうひとつの特徴として，表２―２

が示すように，軽要介護度者のサービス利用額が多いことが指摘される。

２００２年度において，要介護度別に利用限度額に対する居宅サービス利用

額の比率（利用率）を見ると，すべての要介護度において，沖縄の利用割

合は全国平均を上回っている。とくに要介護度３以下の比較的介護度の低

い階層では，全国平均よりも１０ポイント前後も高いことが注目される。

３． 介護給付費はなぜ高いのか：施設サービス

３．１ 介護施設の整備水準

沖縄の１人当たり給付水準が高いのは施設サービスに起因することは，

先の表２―１ですでに指摘した。そして，それは施設に入所する要介護者が

多いためであり，受給者１人当たりの給付額は，むしろ全国平均並みかそ

れを若干下回る水準であることも示されている７）。施設の受給率は２００２，

２００３年度では全国平均を３０％程度上回っていたが，その後低下したもの

の２００５年度でも依然として２０％以上も全国平均を上回っている。

沖縄県では，本土復帰に伴い，沖縄振興開発法（１９７２年施行）により福

祉・医療関係の施設整備に対して特別の高率補助が行われてきた８）。その

結果，沖縄県の介護施設の整備状況は全国一であったことはすでに述べ

た９）。表３―１は２０００年以降の介護３施設（介護老人福祉施設，介護老人保健

施設，介護療養型医療施設）の定員（病床数）およびその６５歳以上人口１０

万人に対する比率の推移を示す。介護保険導入後には，全国的には施設定

７） 受給者１人当たり給付額の低下は，後に見るように単価の高い療養型病床入
所者の減少と介護報酬改訂によってもたらされた。

８） 施設補助率は，本土の２分の１ないし３分の１に対し，原則的に４分の３と
された。なお，沖縄振興開発法は２００２年３月に失効した。

９）１９９９年度の６５歳以上１０万人当たりの施設の定員数（病床数）は，全国平
均に比べ，特別養護老人ホームが１．６６倍，老人保健施設が１．９３倍，療養型
病床が１．７５倍の水準に整備されていた。（出所）「保健・福祉の基礎整備状
況」長寿社会開発センター『老人保健福祉マップ』２０００年度版
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員の増加が図られ，６５歳以上人口に対する定員も増加しているが，沖縄

県では施設整備が抑制され，定員（病床）の総数で見ても，また６５歳以

上１０万人当たりの定員数で見ても減少している。その結果，６５歳以上１０

万人当たりの定員比率は２００１年までは全国第１位であったが，２００２年に

は徳島県についで第２位になり，２００５年には第５位にまで低下し，全国

平均に対する乖離は縮小している。

介護３施設の内訳を見ると，表には示していないが，沖縄県では介護老

人福祉施設の定員は２０００年に４，０５３，２００１年に４，０６６と若干増えた後，

その後は２００２年の４，０６５で固定されている。また，介護老人保健施設の

定員は，１２年以降３，７３２で一定に維持されている。このように介護施設

の認可権を持つ県は建設を抑制してきており，施設総定員の減少は介護療

養型医療施設の病床数の減少によってもたらされたことがわかる。な

お，２００５年の介護老人福祉施設と介護老人保健施設の６５歳以上人口１０

万人当りの定員比率は前者が全国第７位，後者が全国第３位と，施設増を

抑制しているにもかかわらず，依然として高い水準にある。

３．２ 介護療養型医療施設の削減と老人医療費

表３―１ 介護保険施設定員の推移

２０００年 ２００１年 ２００２年 ２００３年 ２００４年 ２００５年

全国
a ６４８，５５９ ６７９，２４１ ７２３，８０２ ７５５，２２９ ７８５，２０２ ８１１，０３７

b ２，９１２ ２，９７０ ３，０６３ ３，１０７ ３，１５６ ３，１５９

沖縄
c ９，６３５ ９，６２２ ９，５９６ ９，０９８ ９，０４９ ８，９５２

d ５，１８８ ４，９８５ ４，７７４ ４，３３２ ４，１３２ ４，０９０

d/b １．７８ １．６８ １．５６ １．３９ １．３１ １．２９

注） a, c は全国と沖縄の介護保険施設定員（病床数），b, d は６５歳以上人口１０万人当りの
定員を示す。最下段は沖縄の定員比の全国平均に対する比率である。各年とも１０月１
日現在。

出所） 厚生労働省『介護サービス施設・事業所調査』各年版。
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療養型病床群は，主として長期にわたり療養を必要とする患者を収容す

る医療施設であり，医療保険が適用されるものと介護保険が適用されるも

のがある。前者は医療保険適用型療養病床であり，後者が介護療養型医療

施設であるが，介護療養型医療施設の認可は，医療機関の申請に基づき各

都道府県が整備目標にあわせて行っている。以下では便宜的に介護療養型

医療施設を介護（保険）適用療養病床と呼ぶ。

表３―２は２００２年以降の全国及び沖縄県の療養型病床群全体および介護

保険適用療養病床数の推移を示している。まず全国についてみると，医療

保険適用を含めた療養型病床の合計数は２００４年までは増加していた

が，２００５年に減少に転じた。ただ２００２年に比べると依然として約３．３万

表３―２ 療養型病床の推移

２００２年 ２００３年 ２００４年 ２００５年

２００５年

６５歳以
上人口
１０万対
病床数

２００２年か
らの変化
（絶対数
および変
化率）

全国

a 療養型病床合計 ３２５，７３１ ３６７，１８３ ３７３，８２３ ３５９，２３０ １，３９９ ３３，４９９

b 介護適用療養型
病床

１３７，９６８ １３９，６３６ １３８，９４２ １２９，９４２ ５０６ ―８，０２６

c 介護適用療養型
病床の変化率（％）

― １．２ ―０．５ ―６．５ ― ―５．８

b/a 介護適用療養
型病床比率（％）

４２．４ ３８．０ ３７．２ ３６．２ ― ―

沖縄

a 療養型病床合計 ４，６３７ ４，６２５ ４，６４５ ４，３８３ ２，００２ ―２５４

b 介護適用療養型
病床

１，８０６ １，３０１ １，２５２ １，１５５ ５２８ ―６５１

c 介護適用療養型
病床の変化率（％）

― ―２８．０ ―３．８ ―７．７ ― ―３６．０

b/a 介護適用療養
型病床比率（％）

３８．９ ２８．１ ２７．０ ２６．４ ― ―

出所） 介護適用療養型病床数は「医療施設調査」（各年版），療養型病床数合計は病院と診
療所の療養型病床数の合計で「医療施設調査・病院報告」（各年版）よる。
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床増えている。介護保険適用療養病床は２００４年に若干減少した後，２００５

年には１万床近く減り，２００２年に比べても８千床（―５．８％）減っている。

一方，沖縄県を見ると，療養型病床全体で見ても介護保険適用病床を見

ても２００５年の病床数は２００２年よりも減少している。とくに介護保険適用

病床は２００３年以降，一貫して減少し，２００２年に比べ約６５０床，３６．０％の

大幅な減少である。このように全国に比べ沖縄県での減り方が早くまた規

模も大きいということがわかる。その結果，沖縄の６５歳人口当たりの介

護保険適用療養型病床は，２００５年ではほぼ全国平均となるまで低下した。

このように沖縄県の施設サービス給付の減少は，介護適用療養病床数の

減少によってもたらされたが，この減少は，２００３年度に初めて実施され

た介護報酬改訂により生じたものである。この改訂では施設サービス関係

では，介護老人福祉施設，介護老人保健施設ではすべての介護度で報酬単

位の引き下げが行われた。療養型病床については，重度の要介護者につい

ての報酬単位は引き上げられたが，経過措置として設けられていた，看護

配置の厚い施設に対する施設に対する高単位の報酬を廃止したことが大き

く影響しているものと思われる。

では介護適用療養病床に入院していた要介護者は，病床数の削減によっ

てどこに移ったのだろうか。沖縄では介護老人保健施設の定員は一定なの

で，介護保険適用療養病床から介護老人保健施設への転換は（数字の上で

は）ない。療養型病床全体では２５０床の減少なので，数字の上では介護保

険適用の指定を返上した６５０床のうち４００床は医療保険適用の療養型病床

に転換し，残り２５０床が一般病床ほかに転換したと考えられる。介護保険

適用病床の指定返上した大半が医療保険適用病床に移行したことは間違い

ない。

療養型病床の介護保険適用から医療保険適用への転換は，介護保険にお

ける施設サービス給付の減少の一方で，老人医療費の増加をもたらすこと

が予想される。次の表３―３は，都道府県別の１人当り老人医療費の最近の
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推移を示している。沖縄県では，介護適用療養型病床が大幅に減少した

２００３年には，１人当たり老人医療費は全国で最も高い伸び率を示し，その

後も全国１，２位の高い伸び率を示している。沖縄県の老人医療費水準

も，もともと全国でも高い方であったが，近年は全国で１０位以内に入っ

ている。介護保険適用療養型病床が医療保険適用に転換し，介護給付費が

減少する一方で，老人医療費が増加している。医療と介護を一体としてみ

れば，介護給付費の減少は見かけ上の減少に過ぎない。

医療機関の経営判断によって，療養型病床の多くが介護保険適用から医

療保険適用に転換したことは明らかである。このように介護と医療の供給

サイドでの強い代替性が示されており，両面で給付の適正化を図らねばな

らないことがわかる。

厚生労働省は，２０２３年度末までに現在３８万床ある療養型病床を１５万

床まで大きく削減し，とくに現在１３万床ある介護保険適用についてはす

べて廃止し，介護老人保健施設等への転換を促す方針を示している。介護

保険適用療養型病床は，介護保険制度導入の際に医師会との妥協で取り入

れられたものであり１０），その廃止は，医療を介護から分離して社会的入院

１０） 田近・菊池（２００６）参照。

表３―３ 都道府県別１人当たり老人医療費の状況

年度
全 国 沖縄県

実額（円） 対前年度比 実額（円） 全国順位 対前年度比 全国順位

２００１ ７５６，６１８ ― ７７６，３８５ １６ ― ―

２００２ ７３６，５１２ ―２．６６ ７７４，２６３ １３ ―０．２７ １０

２００３ ７５２，７２１ ２．２０ ８１４，２２１ １０ ５．１６ １

２００４ ７８０，２０６ ３．６５ ８５３，４２８ ９ ４．８２ ２

２００５ ８２１，４０３ ５．２８ ９１８，８２８ ７ ７．６６ １

出所）厚生労働省『老人医療事業年報』各年版
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を減少させるという目的を持っている。沖縄の経験は，老人保健施設等の

受け皿が整備されなければ，介護保険適用療養型病床の医療保険適用病床

あるいは一般病床への転換により，介護給付の減少が見かけの減少にとど

まることを示している。医療・介護両面にわたって適正化を図らねばなら

ない。

４． 第１期の介護保険財政

沖縄では高い給付水準がもともと予想されたため，制度導入当初から第

１号保険料は全国で最も高く設定されていた。しかしそれにもかかわらず，

居宅サービスの予想を上回る利用によって介護保険財政は厳しい状況に陥

った。以下では，まず第１号保険料の状況をみた後，沖縄の介護保険が陥

った厳しい財政状況と，その救済策として厚生労働省が導入した２つの措

置すなわち財政安定化基金への返済期間の延長と広域化への補助金をにつ

いて検討する。これらの措置は全国の介護保険が対象であるが，導入に際

しては沖縄の介護保険財政の救済が強く意識されていたと思われる。

４．１ 第１号保険料

第１号被保険者からの保険料は，４０歳以上人口に占める６５歳以上人口

の比率に合わせて，保険給付額の１７％（２００３年度からの第２期では１８％，２００６

年度からの第３期では１９％）を充足するように設定される。介護保険制度の

ひとつの重要な特徴は，この仕組みを通して，第１号保険料水準は給付水

準とリンクされていることである。したがって，高齢者１人あたりの保険

給付費の高低は，その地域の第１号保険料に直接，跳ね返る。すでに見た

ように，沖縄では施設整備が進んでいたため，介護保険導入当初から保険

料は全国でも高く設定されていた。２０００年度から２００２年度までの第１号

保険料は，沖縄の県平均が３，６１８円，最高が３，９０８円（名護市），最低が

２，０１９円（南大東村）であった。県平均額を全国平均２，９１１円に比べると１．２４
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倍である。

一方，所得の状況については，１人当たり県民所得水準をみると，沖縄

は全国平均の７０％程度で，全国でもっとも低い。また高齢者の受け取る

年金額も，本土に復帰以前は公的年金制度に加入できなかったため，保険

料免除期間などの復帰に伴う特例措置が設けられたものの，加入期間が短

く支給額は少ない。図４―１で示すように，第１号被保険者の所得段階別構

成比を見ると，全国平均では標準保険料が適用される第３段階がもっとも

多く，それに保険料が割増される第４，５，６段階を加えると６７％弱を占

める。それに対し沖縄では，保険料が２５％減額される第２段階の構成比

が４５．２％ともっとも大きく，第３段階以上の被保険者は５０％強しかなく，

半分近くの被保険者の保険料は標準額よりも減額されている。

このように全国で所得の最も低い沖縄で，最も高い保険料が徴収される。

その結果，第１号保険料の収納状況は，どうだったのであろうか。第１号

保険料の収納方法には年金から天引きされる特別徴収と被保険者が納入す

図４―１ 所得段階別第１号被保険者構成比（２００１年度末）

出所） 沖縄県『新沖縄県高齢者保健福祉計画案』２００３年，厚生労働省『平成１３年度
介護保険事業状況報告（年報）』
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る普通徴収がある。両者の比率は保険料調定額でみて大体８対２であり，

沖縄でもほぼ同様である。特別徴収は１００％の収納率であるが，普通徴収

の収納率は，２０００年度では沖縄では８４．６％で全国平均（９２．８％）に比べ

著しく低かった。保険料が当初６ヶ月免除され，残りの６ヶ月が半額に減

額されたにもかかわらずの数値である。さらに１０月から本来の保険料が

徴収された２００１年度では，普通徴収の収納率は８３．５％（全国平均９２．８％）

に下がった。普通徴収の未納率１６．５％は，全国で一番高かった。そして，

後述するように，沖縄の収納率はこの後も低下の一途をたどることになる。

４．２ 介護保険財政

介護保険制度では，将来の急激な給付増加や保険料収納不足などに対処

するため都道府県単位で財政安定化基金を設置して，各保険者は国や都道

府県とともに拠出を行い，財政が逼迫した際には，その基金から不足額の

一部を交付もしくは貸付を受けることになっている。まず，保険料収納額

の実績が予定額に不足すると見込まれ，かつ，保険給付や予防給付等に必

要な額を保険料収入や国や都道府県などからの補助金で賄えないときには，

不足額の２分の１を基礎として市町村に対して交付される。また，保険料

等の収入が給付に必要な額に不足する場合には，不足額を基礎として市町

村に対して貸し付けを行う制度である。

この制度の利用状況をみると，全国では２０００年度にすでに７８保険者

（全保険者の２．７％）が６．７億円の貸付を受けた。さらに２００１年度になると，

貸付を受けている保険者は３９０（１３．６％）と５倍に増加し，貸付金額は１６

倍の１１０億円に増加した。基金積立額に対する貸付割合も８．１％と急増し

ている。両年とも交付を受けた市町村はなかった。

沖縄では，予想を上回る保険給付と第１号保険料の低収納率は，介護保

険財政を厳しいものとする。施設整備の進んでいる保険者では給付水準が

高いということは事前に織り込み済みのはずであったが，居宅サービスが
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計画をはるかに上回り，県全体で給付費の見込み違い額は２０００年度約３０

億円，２００１年度約６８億円，２００２年度約９４億円と年を追うごとに拡大し，

３年間の累積では約１９３億円と給付見込額（約１，４００億円）の約１４％に達

した。

その結果，沖縄では２０００年度には貸付を受けた保険者はなかったが，

２００１年度には一挙に５２保険者中４分の３にあたる４０保険者が貸付を受

けた。貸付額は２７億２，４８９万円で，沖縄１県で全国の貸付額の２５％を占

めている。またこの貸付額は，沖縄全体の介護保険給付費の５．０％，保険

料収入に対する比率では４９．２％にも及び，全国的にもずば抜けた高さで

ある１１）。また２００２年度にはあらたに２１保険者が基金から１億６，６６８万円

の交付を受けた。貸付額は２６億５，８９４万円に減少したが，交付と合わせ

れば財政安定化基金からの資金移転額は２８億円余りで，２００１年度よりも

１位億円余り増加している１２）。

４．３ 財政救済策

このように破綻に瀕した沖縄の介護保険財政を救済するため，厚生労働

省は財政安定化基金償還期限の延長と広域化への補助金支給の２つの措置

を導入した。これらの措置は全国の介護保険が対象であるが，導入に際し

ては沖縄の介護保険財政の救済が強く意識されていたと思われる。なお，

これらの措置が第２期の保険料に与えた効果については，次節で検討する。

（１） 財政安定化基金償還期限の延長

第１の救済策は，都道府県の承認のもとで行われた財政安定化基金から

１１） 貸付金額第２位の高知県は対保険給付費比１．２％，対保険料収入比１１．５％
である。貸付額の対保険給付費が１％を超える都道府県は沖縄と高知の２県
以外にはない。厚生労働省『平成１３年度介護保険事業状況報告』（都道府県
版）

１２） 厚生労働省『平成１３年度介護保険事業状況報告』，沖縄県『新沖縄県高齢者
保健福祉計画案』２００３年。
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の貸付の償還期限の延長である。本来，財政安定化基金からの貸付に対し

ては，次期の事業運営期間（３年間）の第１号保険料に返済額を上乗せし

て返済することになっていた。しかし，２００３年度からの第２期事業運営

期間の保険料を算定するにあたり，第１号保険料の急激な上昇を避けるた

め，３年で返済する場合の保険料の引き上げ額に応じて，返済期間を６年

ないし９年に延長することが認められた。

先に述べたように，介護保険制度の特徴のひとつは，第１号保険料を給

付水準の一定率に設定することにより，受益と負担とをリンクさせている

ことである。しかし，この償還期限の延長が実施されると，サービスを享

受した高齢者が延長期間中に死亡し負担を免れることがある。とくに９年

の延長にはその可能性が高くなるが，このときには負担を後世代に転嫁す

ることになり，受益と負担のリンクが断たれるという問題が生じる。

（２） 広域化等への補助金

第２期事業運営期間の開始にあたって導入されたもう一つの財政救済策

は，財政基盤の脆弱な小規模市町村や離島市町村が広域化を図る場合，保

険者に対して２００３，２００４年度に限定して補助金を交付する措置である。

沖縄では，この財政支援措置により第２期事業運営期間中に４億１，７００万

円余りの補助金を見込んでいる。

沖縄における広域化の動きは，介護保険導入に際してとくに離島を中心

に見られたが，具体化は２００１年の暮れに広域連合に参画する３４市町村が

確定したのちであり，２００２年８月に介護保険広域連合が発足して，２００３

年４月から保険者として活動を開始した１３）。その目的として，構成市町村

間に存在する介護サービス基盤の格差を是正し，給付，保険料を平準化す

１３） 市としては豊見城市が１つ含まれているが，これは２００２年に村から市にな
ったもので，那覇市をはじめ他の市と比較的規模の大きな町村は参画してい
ない。なお，以下の広域連合に関するデータは，沖縄県介護保険広域連合
（２００３）による。
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ること，財政規模を拡大して保険財政の安定化を図るとともに，国や県に

対して交渉力を高めることなどが掲げられている。

たしかに，広域化により保険者の規模を拡大することは，そもそも保険

として成り立たないような小さな規模の保険者の財政基盤を強化する。し

かし，その実態を見ると，広域化の真のねらいは補助金獲得のための財政

上の結合という面が強い。

まず，広域連合を構成する市町村には沖縄本島の北部，中部，南部の広

範な市町村とともに広大な海域に散在する数多くの離島を含み，さらに市

町村間で人口規模，年齢構造，所得水準，介護サービス基盤について，き

わめて大きな格差が存在する。広域化によって規模の経済を生かして介護

サービスの効率化（より低い費用でよりよいサービス）を実現することを期

待することは難しいように思われる。

第１期の財政困難に対して導入されたこれらの措置が，どの程度介護保

険財政に貢献したかは次節で数量的に検討するが，沖縄の介護保険の財政

状況がこれらによって抜本的に改善し，自立するのは困難である。これら

の措置は時限的措置であったが，かつて国保で見られたように，財政危機

に見舞われるたびに支援が繰り返されることになれば，保険者のモラルハ

ザードを引き起こす危険がある１４）。

５． 第２期以降の介護保険財政

ここでは，まず第２期の保険料設定に際して，前述した財政救済措置が

どの程度の効果を持ったかを数量的に検討する。ついで，第２期の介護保

険財政が第１期の破綻状態からどのように変化したかを検討する。また，

第２期中に生じた普通徴収保険料の収納率低下の問題を指摘する。最後に，

第３期において沖縄県平均の第１号保険料が引き下げられた背景を検討す

る。

１４） 田近・油井 (2003a, b)
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５．１ 第２期保険料と財政救済措置

第２期の介護保険計画の策定に際しては，給付水準のいっそうの上昇と

ともに第１期の財政安定化基金からの借入金の返還財源の確保のため，第

２期の保険料は大きく上昇することが予想された。最終的に第２期保険料

は県平均で４，９５７円であり，第１期に比べ約３７％の引き上げであった。

県内で最も高い保険料は５，６８０円（糸満市），最も低いのは２，７００円（多良

間村）となった。全国の保険料は第１期に比べ１３％引き上げられて３，２９３

円となったが，県平均額はその約１．５１倍，１，６６４円高で，第１期よりも

格差は拡大した。沖縄県内で全国平均よりも保険料の低い保険者は２つだ

けであり，他方，全国で介護保険料の高い上位１０保険者のうち８保険者

を沖縄の市町村が占めている１５）。

この第２期の保険料は，財政安定化基金への借入金償還期限の延長，基

金への拠出停止によって，引上げを圧縮した上での結果である。そこで以

下では，先に述べた財政救済措置が第２期保険料の抑制にどの程度の効果

があったのか検討する。

（１） 償還期限延長の効果

財政安定化基金からの貸付額の大きさから見て，この措置により沖縄の

介護保険が大きな恩恵を受けたと考えられる。償還期限を３年から９年に

延長することを認められたのは４保険者，また６年への延長は３４保険者

に認められた。そこでこうした償還期限延長が保険料に与えた効果を推計

する。

沖縄県で第１号被保険者の約４分の１が加入する那覇市では，第１期に

財政安定化基金から７，６３０万円余りの交付金と約１２億５，６００万円の貸付

を受けた。貸付金は第１期３年間の給付額約３６８億円の３．４％に当たる。

１５） 厚生労働省「社会保障審議会第１回介護保険部会資料」および『日本経済新
聞』２００３年５月２６日
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救済措置により償還期限は３年から６年に延長され，那覇市では第２期に

約７億６，６００万円を償還し，約４億９，０００万円を第３期に繰り延べること

にした。もしこの繰り延べが認められなかった場合，那覇市の第１号被保

険者５０，６０５人（２００４年度末現在）がこの金額を第２期の３年間の保険料に

上乗せして支払うことになる。これは１ヶ月の保険料約２７０円に相当する。

那覇市の第２期保険料は５，２２６円であったから，この救済措置がなければ

５，５００円近くまで上昇していたことになる。

また第２期で最も高い保険料が設定された糸満市では２億９００万円を借

り入れたが，償還期限は９年に延長された。第３期以降に約１億４，０００万

円償還を繰り延べたが，これを保険料上乗せ額に換算すると，４６５円にな

る。もし繰り延べが認められなかったら，保険料は６，１００円を超え，第１

号被保険者にとってはきわめて厳しい負担になっていたはずである。沖縄

県の資料によれば，その保険料引き下げ効果は県平均でみれば月額で１００

円強と見られている１６）。しかし，多額の貸付を受けた市町村では，この措

置による保険料引き下げ効果は，限界的な部分できわめて大きかったと考

えられる。

（２） 広域化補助金の効果

広域連合の保険料は，一本化すると，第１期に比べ保険料が余りに大き

く変化するところが出てしまうため，過渡的措置として市町村を３つのラ

ンクに分けることとした。設定に際して広域連合では，広域化の財政支援

措置によって，保険料は３４市町村を平均して５，０２３円から４，８２１円まで

約９．６％引き下げられると推計している。また，財政安定化基金から１６

１６） 第１期末の２００２年６月段階では，第２期保険料は，第２期の予想介護サー
ビス量にもとづいて全県平均で５，３２４円になると推計されていた。１０月段
階の予想サービス量に償還期限延長などの救済措置導入の効果を考慮した保
険料は５，１９２円であった。この減額分１３２円の多くが救済措置によるものと
考えられる。
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億３，７００万円余りを借り入れていたが，６年間の延長が認められ，全体と

して第２期事業運営期間中の保険料収納必要額が７．４％低下する試算を示

している１７）。

その結果，広域連合の保険料は第１ランクが３，２１７円，第２ランクが

４，３３３円，そして第３ランクが５，２２５円と設定された。第１ランクには，

各市町村が広域化せず単独で実施した場合に保険料が３，７００円未満となる

７町村が属している。したがって，単独ではもっとも低額の１，６９７円にな

る村の保険料は広域連合に参加することで３，２１７円に引き上げられ，逆に

単独では３，６６４円になる村は，その水準まで引き下げられた。同じように

第２ランクは，単独の場合の保険料が３，７００円以上４，５００円未満の１１町

村で，また第３ランクには同じく４，５００円以上の１６市町村で構成される。

このように市町村が単独で実施する時に比べ，各ランクにおいて保険料

がかなり大きく引き上げられるところや引き下げられるところが出ている。

こうした３本立ての保険料は６年間の経過措置として導入された。その間

に，介護サービス基盤を平準化し，保険料も統一することとされているが，

広域連合に参画している市町村の介護基盤の格差の現状と地理的な状況を

みると，１つの保険者としてあまりに多様な市町村を抱えてしまっており，

域内全域で給付と保険料の平準化を図ることはかなり難しいといわねばな

らない。

さらに，２００５年の制度改革により第３期から予防重視とともに地域密

着型のサービス提供に重点が置かれることになった。保険者を市町村から

広域連合に移したことによって，行政・管理業務の効率化が図られたかも

しれないが，介護保険制度の専門家，担い手が地域にいなくなるという弊

害も現れている。

５．２ 第２期保険財政

１７） 沖縄県介護保険広域連合 (2003)
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（１） 第２期保険財政

第２期の沖縄の介護保険財政は，第１期の財政破綻状態から脱却したよ

うに見える。まず，第２期の保険料は第１期に比べ大幅に引き上げられた。

また，先の表２―１でみたように，高齢者１人当たり給付額は，時間ととも

に絶対額で見ても，また対全国平均比で見ても低下している。とくに全国

に比べ著しく高かった１人当たり施設給付費は，介護適用療養病床の減少

や介護報酬の改定によって減少した。しかし，各保険者の財政状況を子細

に眺めると，都市部の保険者と島嶼部の保険者では，大きな違いがある。

最も規模の大きな保険者である那覇市はじめ都市部の保険者については，

介護適用療養病床の減少効果が大きく，第２期の介護保険財政は改善した。

しかし，この効果は島嶼部には及ばず，第２期においても財政安定化基金

から貸付を受けた保険者もある。

まず，那覇市の状況を見ると，第２期の保険料算定に当たって，給付額

として４４５億円を見込んでいたが，給付実績は３９８億円弱で約４７億円も

下回った。その大きな要因は療養型病床の減少による施設給付費の低下に

よるものである。第１期で給付実績が見込みを３９億円上回り，財政安定

化基金からの貸付に頼ったのと対照的に，第２期中には剰余金が発生し，

約１１億円を準備基金に積み立てている。

那覇市以外の保険者の介護保険財政は改善したのであろうか。まず第２

期中の財政安定化基金からの貸付については，２００３年度に４保険者，２００４

年度に３保険者が貸付を受けた。２００５年度には借入を行った保険者はな

いが，２００５年度には１保険者が交付を受けている。したがって，県内す

べての保険者の財政状況が改善したのではないことがわかる。

表５―１は沖縄の全保険者について第２期末の２００５年度の介護保険特別

会計決算から，いくつかの項目を取り出し，保険給付費に対する比率で示

したものである１８）。まず歳入面では，保険料は保険給付費の１７％（３ヵ年

１８） 沖縄県の保険者数は，２００２年には５４を数えたが，２００３年には広域連合の誕
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生により１９に減少し，さらに市町村合併により２００５年には１７と当初の３
分の１に減少している。

表
５
―１
２０
０５
年
度
決
算
（
保
険
給
付
費
に
対
す
る
比
率
）

（
単
位
％
）

（
１
）保
険
料
（
２
）う
ち
調
整

交
付
金

（
３
）準
備

基
金
繰
入
金

（
４
）歳
入

合
計

（
５
）基
金

積
立
金

（
６
）安
定
化

基
金
償
還
金

（
７
）歳
出

合
計

（
８
）収
支

差
額

（
９
）準
備

基
金
保
有
額

全
国

１６
．９

５
．１

１
．２

１０
７
．２

０
．４

０
．１

１０
５
．０

２
．２

２
．９

沖
縄
県

１９
．０

６
．２

０
．６

１１
０
．９

１
．４

１
．３

１０
６
．８

４
．１

２
．７

那
覇
市

２１
．６

５
．３

―
１１
２
．８

２
．３

１
．２

１０
７
．７

５
．１

６
．０

宜
野
湾
市

２３
．１

３
．２

―
１１
２
．２

０
．７

１
．６

１０
７
．８

４
．４

２
．３

石
垣
市

１６
．６

８
．１

―
１１
０
．１

―
１
．１

１０
６
．２

４
．０

１
．１

浦
添
市

２１
．６

３
．１

０
．１

１０
９
．５

０
．１

１
．５

１０
６
．７

２
．９

０
．８

名
護
市

１６
．８

７
．８

０
．１

１０
９
．１

１
．１

０
．９

１０
６
．５

２
．７

１
．０

糸
満
市

１７
．６

７
．１

―
１１
１
．６

０
．６

０
．８

１０
７
．３

４
．３

１
．０

沖
縄
市

２０
．４

４
．５

０
．８

１１
０
．３

１
．９

１
．７

１０
８
．７

１
．６

２
．５

う
る
ま
市

１７
．６

６
．２

０
．２

１１
３
．０

１
．２

１
．１

１０
７
．５

５
．５

１
．３

宮
古
島
市

１３
．２

９
．２

―
１０
９
．０

―
０
．８

１０
８
．２

０
．８

―

西
原
町

１９
．８

５
．３

０
．６

１１
１
．８

０
．６

１
．８

１０
９
．２

２
．６

１
．１

多
良
間
村

１２
．３

８
．８

１０
．６

１４
８
．５

７
．５

―
１３
６
．２

１２
．３

５
．２

竹
富
町

１７
．８

１０
．９

―
１３
７
．１

９
．７

１
．５

１２
４
．３

１２
．８

１７
．７

与
那
国
町

１２
．０

９
．２

―
１２
０
．３

―
１
．０

１１
３
．９

６
．４

―

広
域
連
合

１８
．１

７
．１

１
．６

１０
９
．１

１
．５

１
．４

１０
４
．４

４
．７

２
．３

（
出
所
）
厚
生
労
働
省
『
介
護
保
険
事
業
報
告
年
報
』
２０
０５
年
度
版
よ
り
，
筆
者
作
成
。
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平均で）に設定されているはずであるが，那覇市はじめ都市部の保険者で

はこれを大きく超えているところが多い。これらでは療養型病床減少によ

って第２期の給付水準が見込みを下回ったことを反映している。

しかし他方で，保険料の対保険給付比率が１２～１３％の保険者もある。

介護保険では，国からの補助金（国庫支出金）は給付費の２５％であるが，

そのうち各保険者はそれぞれの給付費の２０％相当を一律に受け取るが，

全国の給付費の５％相当分は調整交付金として，後期高齢者が多かったり

所得水準が低い保険者に対して，傾斜配分される。表の第２欄はこれを示

すが，保険料と調整交付金を加えると，ほとんどの保険者で２２％（１７％＋

５％）を超え，財政調整が機能していることがわかる。また，いくつかの

保険者では給付費準備金を取り崩して繰り入れており，保険料収入不足な

いしは予想を上回る給付増への対応と思われる。

他方歳出面では，まずこの期間中，沖縄県では財政安定化基金への拠出

を停止していることに注意しなければならない。本来，３年間の事業期間

中の事業費の０．１％を国，都道府県，市町村が３分の１ずつ負担すること

になっているが，沖縄県では第１期にほとんどの市町村で基金からの貸付

を受け，第２期にその返済（償還）をおこなっているため，第２期中の財

政安定化基金への拠出を停止した。表には財政安定化基金への償還金も示

しているが，これは給付のおよそ０．９％～１．８％に相当していることがわ

かる。

歳入歳出差額は，いずれの保険者も黒字であり，その大きさも２保険者

を除いて全国平均を上回る。しかしこれは，沖縄の介護保険財政が健全で

あることを意味しない。那覇市やいくつかの保険者を除いて，全体の３分

の１の保険者では給付準備基金の保有額が全国平均を下回っている。この

ように見ると，沖縄の介護保険財政は，都市部にある保険者では療養病床

減少のメリットを受け改善しているが，準備基金保有額では全国平均より

も劣るところが多い。さらに島嶼部では療養病床減少の影響を受けていな
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いところも多く，保険財政が改善されたとはいいがたい。

（２） 第２期保険料収納率

第２期では財政安定化基金からの貸付の返済繰り延べや広域化による補

助金を取り込んでも保険料の大幅な引き上げは避けられなかったが，これ

はさらに保険料収納率の低下を招いた。先に述べたように，沖縄県の普通

徴収の収納率は，制度導入当初から全国でもっとも低かったが，その後も

一貫して下がり続けている。表５―２に見るように，全国的にも収納率は低

下しているが，沖縄県の低下の速さは全国平均を上回っている。特別徴収

は１００％を維持しているものの，第１号被保険者の２割を占める普通徴収

対象者の４分の１近くのものが保険料を支払っておらず，収納率１００％の

特別徴収との格差が大きく開いている。

２００８年度から医療保険の保険料についても年金からの特別徴収が始ま

る。介護保険と同様，年金が年額１８万円以上の高齢者は，７５歳以上を対

象とする高齢者医療保険制度の保険料と６５～７４歳の世帯主が払う国民健

康保険の保険料が特別徴収の対象となる１９）。また，低所得の高齢者の支払

う高齢者医療制度の保険料が国保保険料よりも上昇する地域もあり２０），普

１９） ただし，介護保険と医療保険の保険料の合計が，年金受給額の半分を超える
と，医療保険料は窓口支払いとなる。

２０） 沖縄県では，県内６市町村の試算では，５市町村で，国保保険料よりも高齢
者医療保険制度の方が，低所得者ほど高くなっている。参照）沖縄タイムス
２００８年３月７日付け朝刊
http://www.okinawatimes.co.jp/day/200803071300_01.html

表５―２ 普通徴収（現年分）の収納率
（単位 ％）

年 度 ２００２ ２００３ ２００４ ２００５

沖縄県 ８１．０４ ７９．４７ ７７．７３ ７７．０３

全国計 ９１．９３ ９０．９９ ９０．１８ ９０．０４

出所） 厚生労働省『介護保険事業報告年報』各年版
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通徴収の収納率はさらに低下することが危惧される。保険料収入全体に占

める普通徴収の比率はおよそ２割程度を占める。このように特別徴収の対

象範囲が拡大する一方で，普通徴収の収納率が低下し，収納率の格差が拡

大すれば，介護保険財政に対する影響だけなく，介護保険制度あるいは社

会保障制度全体に対するに対する不公平感が強まりかねない。国からの補

助額を増やすことなく，低所得者への対応を充実させることが必要である。

５．３ 第３期保険料

２００６年度からはじまる第３期の保険料は，沖縄では全県平均で４，８７５

円と第２期よりも８２円，１．７％の引き下げとなった。これは最大規模の

那覇市が第２期の５，２２６円から４，３８０円へ１６％引き下げたことが大きく

影響しており，反対に引き上げた市町村も多く存在する。また，那覇市の

保険料引き下げも一時的な性格が強く，第４期以降の保険料の上昇が抑え

られたことを意味しない。

那覇市では第３期の保険料算定に当たっては，給付を２００６年度からの

介護報酬改定も考慮して第２期の実績の６％増の４２１億円あまりと見込ん

でいる。これに見合う保険料は本来，５，０３４円になると推計されたが，第

２期に積み立てた基金の１１億円を保険料軽減に充当することにした。そ

の結果，最終的に第３期保険料は４，３８０円に設定されたものである。ただ，

いうまでもなく，こうした基金取り崩しによる保険料引き下げは一過性の

ものであるから，第４期には保険料は再び大きく引き上げられる可能性が

ある。

沖縄県全体では第３期の保険料を引き上げた保険者は１２あり，引き下

げた保険者の７よりも多い。例えば県内最高の保険料６，１００円の与那国町

では第２期に比べ４４８円（７．９％）引き上げている。また引き上げ幅が最大

の旧伊良部町の保険料は９００円引き上げて４，５００円となったが，これは市

町村合併の影響もあると思われる。
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第２期には保険料が５，０００円以上の保険者は９つあったのに対し，第３

期では６保険者に減少している。また保険料引き上げ率が全国平均の２４％

を上回った保険者は２保険者のみである。

なお，広域連合の第３期の保険料は，第１ランクが２８５円引き上げられ

３，５０２円に，第２ランクは２５４円引き上げられ４，５８７円に，また第３ラン

クは３８１円引き上げられ５，６０６円になった。各ランクの格差はほぼ第２期

と同じであり，域内での介護サービス基盤の平均化が依然として進んでい

ないことを示している。

６． おわりに

第１期から第２期までの沖縄の介護保険を振り返ると，「施設」に翻弄

される介護保険制度の姿が見えてくる。沖縄の介護保険の特徴として以下

を指摘できる。まず第１期では，高い施設整備水準が，施設サービス給付

のみならず通所型の居宅サービスを誘発し，全国一の給付水準となった。

保険料はもともと高く設定されていたが，給付はそれを上回り，財政困難

が生じて財政安定化基金からの借り入れに依存した。

第２期では，給付水準のいっそうの伸びが予想される一方で，財政安定

化基金への償還期限の延長および広域化による補助金の財政救済措置によ

って保険料の引き上げ幅を圧縮したが，それでも第２期保険料は全国平均

の１．５倍の水準まで引き上げられた。第２期初年度の２００３年には介護報

酬の改訂が行われ，これを契機に都市部で介護適用療養型病床の指定返上

が多数発生した。介護適用療養型病床の多くは，医療適用の療養型病床に

転換したと見られ，高齢者１人当たり施設給付額が大きく低下し，居宅を

合わせた給付額全体も減少して，全国平均との格差も縮小した。また，介

護給付削減の一方で，老人医療費が急増しており，医療・介護を一体とし

てみれば，介護給付の減少は見かけ上の減少に過ぎない。

沖縄の第２期の介護保険財政は，介護給付費の低下と保険料引き上げに
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よって危機的状況から大幅に改善したかのように見える。事実，第３期の

保険料は第２期によりも低下した。しかし，これは県全体の被保険者の４

分の１が加入する那覇市の影響が大きく，島嶼部をはじめ県全域に当ては

めることは出来ない。那覇市では，療養型病床削減による給付費低下によ

って，第２期に多額の余剰金を出し，準備金として積み立てた。これを第

３期の保険料の原資に加えることによって，第３期の保険料を大幅に引き

下げたものである。したがって，第４期には再び保険料が大幅に引き上げ

られる可能性が高い。

一方，都市部を除けば，第２期にも財政安定化基金から借入を行ったと

ころもあり，また多くの保険者の準備金積立は全国平均を下回っている。

那覇市をのぞくと第３期の沖縄県の平均保険料は，第２期を上回り，被保

険者の負担の上限と思われる５，０２０円程度になっている。介護保険財政が

危機的状況から脱したわけではない。

第４期を目前に控え，沖縄の介護保険からどのような含意が得られるの

であろうか。まず第１に，多くの保険者で保険料は負担の上限に近づいて

る。そのなかで居宅サービスがさらに増加すれば，保険者の中にはその負

担に絶えられないところが出てくる可能性がある。むしろ，財政の潜在的

危機は，いっそう高まっていると考えられる。

沖縄では，介護報酬改定によっていち早く介護適用療養型病床が減り，

その多くは医療保険適用に転換した。その結果，高齢者医療が増加し，介

護保険給付の削減は見かけ上のものである。厚生労働省は介護保険適用療

養型病床を全廃し，医療保険適用分も大幅に削減する方針を示しているが，

介護と医療の両者を合わせて管理することの重要性が確認される。

さらに，沖縄の施設依存体質からすると，療養型病床の受け皿としてグ

ループホームや介護付き有料老人ホーム等の居住系サービスが伸びるであ

ろう。沖縄では費用負担の点からグループホームや有料老人ホームの利用

が少ないが，より低料金でサービスが受けられる，いわゆる宅老所とか老
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人アパートとよばれる民間施設に居住し，居宅サービスを利用することが

今後大きく伸びる可能性が高い。そうしたサービスについて，質をいかに

維持し，またチェックしていくか，保険者にその役割が期待される。
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